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高年齢者の労働災害防止のための指針 概要
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労働安全衛生法第６２条の２第２項に基づき、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害
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の防止を図るために事業者が講ずるよう努めなければならない措置に関し、 その適切かつ有効な実施を図るため定めたもの。

以下の１～５に掲げる事項につし、て、各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国、‐関係団体等第 ２

　　

事 業 者 が 講 ず べ き 措 置
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による支援も活用して、 実施可能な対策に積極的に取り組むことが必要である。
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高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応１

　

安全衛生管理体制の確立等
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高 年 齢 者 の 健 康 や 体 力 の 状 況 の 把 握

　　　　　　　　　　　　　　　

５ 安 全 衛 生 教 育
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健康 状況 の把 握
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高 年 齢者に対する 教 育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

！
．
‐
体
労
力
働
の
安
状
全
霊
室
麗
法
握
で定める雇入時及び定期の健康診断を確実に実施すること。 …！‐美貌きつ基＃＜の教理諸をを得号や実歩きテすうろこたと研ま秀ふ 籍を覇気“そこのど。…

＝．
－
高年齢者^の体力の”卿奪客観墜娯鰻 蝿埜型等孝行三屋竿｝幸三高

年吉一…

　

寡豪』雲馨 鞠雇瞥 糟 鞭 鷺 題巽蟹参り業種や業！
＝

　

齢者を対象とした体刀ナエツクを継続的ｋ 拠 りる」とか望ましい」こｏ事乗… 」 警鐘藍鑓
ヂ善導 謡 務 教育

刊氏 斤 柵 馴 楓 ”ノ」しｏ

　　

＝
， 場の実情に応じて青年、 壮年期から実施することが望ましいこと。

　　　　　

，，

　

．管理監督者等に対し、 高年齢者特有の特性と高年齢者の安全衛生ｉｉ．・璽労
や
働
体
者綴じ驚騒職業電煽す

報都窪隣
扱
の
し欝な取扱いのために事業者が講ずべき：： 対策について教育を行うこと。

　　　　　　　

；

＝

　

措 置 に関 する 指 針」 を 踏 まえた 対応 を 行う こ と。
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で取組を進めること。
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国、 関 係 団 体 等 に よ る 支 援

　　　　

事業者は、国、関係団体等による支援策を有効に活用すること。


